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宮崎澄夫先生追悼記事

「
　
ー

宮
崎
澄
夫
先
生
の
御
逝
去

　
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
名
誉
教
授
宮
崎
澄
夫
先
生
に
は
、
一
九
九
〇

年
三
月
二
九
日
、
午
前
O
時
五
五
分
、
慶
鷹
義
塾
大
学
医
学
部
附
属
病

院
で
御
逝
去
に
な
っ
た
。
享
年
八
七
歳
で
あ
っ
た
。

　
宮
崎
先
生
は
、
一
九
〇
三
年
五
月
、
東
京
都
に
御
出
生
に
な
り
、
一

九
二
〇
年
四
月
、
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
予
科
に
御
入
学
、
一
九
二
六

年
三
月
、
法
律
学
科
を
御
卒
業
の
後
、
高
等
試
験
司
法
科
に
合
格
さ
れ
．

一
九
二
七
年
一
二
月
か
ら
一
九
二
九
年
三
月
ま
で
、
検
察
官
と
し
て
実

務
に
従
事
さ
れ
た
。
同
年
四
月
、
母
校
に
戻
ら
れ
、
慶
鷹
義
塾
大
学
助

手
兼
法
学
部
講
師
と
な
ら
れ
、
併
せ
て
同
大
学
予
科
教
員
、
高
等
部
講

師
を
も
勤
め
ら
れ
た
。
一
九
三
四
年
一
月
か
ら
三
六
年
三
月
ま
で
、
民

事
訴
訟
法
研
究
の
た
め
、
独
・
英
・
仏
国
に
留
学
な
さ
っ
た
．
一
九
三

四
年
五
月
に
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
助
教
授
と
な
ら
れ
た
．
御
帰
国
後
、

一
九
三
七
年
一
〇
月
に
、
法
学
部
教
授
に
な
ら
れ
て
い
る
．

　
宮
崎
先
生
の
御
専
門
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
民
事
訴
訟
法
で
あ

り
、
既
判
力
に
関
す
る
本
格
的
な
論
文
、
さ
ら
に
、
調
停
法
に
関
す
る

理
論
的
研
究
を
公
刊
さ
れ
、
戦
前
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
す
で
に
確
立

し
た
地
歩
を
占
め
ら
れ
て
い
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
三
田
校
舎
の
大
半
、

信
濃
町
医
学
部
と
附
属
病
院
の
大
部
分
、
日
吉
の
工
学
部
の
全
校
舎
を

空
襲
に
よ
り
喪
失
し
、
戦
争
中
に
旧
帝
国
海
軍
の
連
合
艦
隊
司
令
部
が

使
用
し
た
日
吉
の
予
科
校
舎
（
現
慶
鷹
義
塾
日
吉
高
等
学
校
と
大
学
の

理
数
系
研
究
室
）
を
占
領
軍
に
接
収
さ
れ
た
慶
鷹
義
塾
は
、
未
曽
有
の

経
営
・
教
育
上
の
危
機
に
あ
っ
た
。
法
学
部
か
ら
、
故
潮
田
江
次
教
授

が
塾
長
に
就
任
し
、
常
任
理
事
と
し
て
、
犯
罪
学
と
刑
法
を
担
当
し
て

居
ら
れ
た
故
永
澤
邦
夫
教
授
が
就
任
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
困
難

な
時
期
で
あ
っ
た
。

　
学
生
数
も
少
な
く
、
塾
の
財
政
状
態
が
ど
ん
底
に
あ
っ
た
折
、
た
だ

で
さ
え
手
薄
な
教
授
陣
か
ら
法
律
学
科
の
根
幹
を
な
す
教
授
が
経
営
に

参
画
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
宮
崎
先
生
は
検
事
の
経
験
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
の
担
当
を
引
き
受
け
ら
れ
た
．

　
今
日
の
学
問
状
況
の
よ
う
に
．
や
た
ら
に
細
か
な
議
論
が
横
行
し
て

い
る
の
と
異
な
り
、
刑
法
学
で
は
、
基
本
的
な
概
念
や
立
場
の
相
違
に

基
づ
く
原
則
論
が
戦
わ
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
法
の
分
野
で
は
、
大
陸
法
系

の
旧
大
正
刑
事
訴
訟
法
が
ア
メ
リ
カ
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
根
本
的
に
改

正
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
全
く
専
門
の
違
う
分
野
に
転
じ
ら
れ

る
に
あ
た
っ
て
、
至
難
の
わ
ざ
と
い
う
程
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と

は
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
立
派
に
や
り
と
げ
、
し
か
も
発
足
し
た
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ば
か
り
の
日
本
刑
法
学
会
に
参
加
さ
れ
、
監
事
と
し
て
学
会
の
発
展
に

　
寄
与
さ
れ
た
の
は
、
刑
事
法
学
者
と
し
て
も
直
ち
に
頭
角
を
現
わ
さ
れ

　
た
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
．

　
　
宮
崎
先
生
は
、
学
者
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
方
で
あ
っ
た
が
、
学
校
経

　
営
に
も
そ
の
手
腕
を
発
揮
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
四
月
か
ら
五
六
年
三

　
月
ま
で
慶
懸
義
塾
農
業
高
校
の
校
長
と
し
て
同
校
の
発
展
に
文
字
通
り

　
尽
力
さ
れ
た
．
同
校
は
、
今
日
、
慶
懸
義
塾
志
木
高
等
学
校
と
な
り
、

　
全
国
で
も
有
数
な
レ
ベ
ル
の
高
い
高
等
学
校
と
な
っ
て
い
る
が
、
先
生

　
が
校
長
に
就
任
さ
れ
た
当
時
は
、
農
業
高
校
で
あ
り
、
塾
内
の
諸
学
部

　
に
入
学
す
る
に
当
た
っ
て
、
試
験
が
あ
り
、
不
合
格
と
な
る
者
の
数
が

　
少
な
く
な
か
っ
た
。
学
生
を
思
う
こ
と
慈
父
の
よ
う
な
先
生
の
こ
と
で

　
あ
る
か
ら
、
入
学
選
衡
の
席
で
、
し
ば
し
ば
法
学
部
の
入
試
委
員
の
教

　
授
達
と
の
間
で
激
論
と
な
り
、
声
涙
と
も
に
下
る
推
薦
の
弁
を
述
べ
ら

　
れ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
る
。
そ
し
て
．
一
九
五
六
年

　
四
月
か
ら
六
〇
年
六
月
ま
で
、
常
任
理
事
と
し
て
塾
の
経
営
に
参
画
さ

　
れ
、
学
務
を
担
当
さ
れ
た
。
当
時
は
、
奥
井
復
太
郎
経
済
学
部
教
授
が

　
塾
長
の
任
に
あ
ら
れ
た
。
宮
崎
先
生
が
そ
の
在
任
中
、
実
現
さ
れ
、
今

　
日
に
ま
で
続
い
て
い
る
制
度
に
、
「
特
別
図
書
」
が
あ
る
。
発
足
当
時

　
は
、
月
額
三
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
助
手
の
月
給
が
一
万
一

　
二
〇
〇
円
で
あ
っ
た
か
ら
、
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な
い
本
代
と
し
て

　
ど
れ
程
助
か
っ
た
か
、
飽
食
の
時
代
の
若
手
研
究
者
に
は
お
そ
ら
く
想

　
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

O
『
『
，

r

　
学
外
の
活
動
の
う
ち
、
特
に
、
専
門
分
野
と
の
か
か
わ
り
で
、
刑
法

改
正
と
司
法
試
験
委
員
と
し
て
の
御
活
躍
に
ふ
れ
た
い
．
宮
崎
先
生
は
、
㎜

一
九
五
五
年
八
月
に
、
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
法
制
審
議
会
の

刑
事
法
部
会
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
改
正
刑
法
草
案
の
審
議
が
始
ま
る
に

当
た
り
、
一
九
六
三
年
七
月
に
同
特
別
部
会
委
員
と
な
り
、
刑
法
各
則

の
う
ち
の
国
家
・
社
会
法
益
の
部
分
の
審
議
を
担
当
す
る
第
四
小
委
員

会
の
小
委
員
長
を
務
め
ら
れ
た
．
私
は
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
に
、
初

め
て
、
刑
事
法
部
会
幹
事
と
な
り
、
第
五
小
委
員
会
（
個
人
法
益
に
関

す
る
罪
を
担
当
）
に
属
し
た
。
第
四
小
委
員
会
幹
事
は
、
東
大
の
故
藤

木
英
雄
助
教
授
（
当
時
）
で
あ
り
、
御
両
人
が
大
へ
ん
息
の
あ
っ
た
仕

事
を
し
て
居
ら
れ
る
姿
に
目
を
み
は
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
才

気
燥
発
な
藤
木
君
の
頭
の
回
転
の
速
さ
と
宮
崎
先
生
の
鋭
い
直
観
力
、

そ
し
て
頭
の
切
れ
と
が
、
見
事
に
か
み
合
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
宮
崎
先
生
は
、
た
だ
、
頭
の
回
転
が
早
い
だ
け
で
は
な
く
、

こ
こ
ぞ
と
い
う
と
き
、
て
こ
で
も
動
か
ぬ
ね
ば
り
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
刑
事
法
部
会
の
会
長
は
、
故
小
野
清
一
郎
博
　
■

士
で
あ
っ
た
。
こ
の
先
生
も
、
個
性
の
強
い
、
そ
し
て
使
命
感
に
も
え

た
方
で
あ
っ
た
。
部
会
長
と
小
委
員
長
と
息
が
う
ま
く
合
わ
な
い
と
、

部
会
に
提
出
す
る
小
委
員
会
案
が
ま
と
ま
ら
な
い
。
宮
崎
小
委
員
長
は
、

物
事
の
筋
で
考
え
る
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
ど
ち
ら
で
も
結
局
、
結
論
的

に
大
し
た
差
は
出
て
こ
な
い
と
思
わ
れ
る
議
論
に
は
、
深
入
り
は
さ
れ

ず
、
テ
キ
パ
キ
と
片
づ
け
て
居
ら
れ
た
．
と
こ
ろ
が
、
公
害
罪
に
関
す
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る
新
設
規
定
の
立
案
と
そ
の
検
討
の
と
き
に
は
、
驚
く
ほ
ど
の
ね
ば
り

を
見
せ
ら
れ
、
公
害
の
被
害
を
抑
制
す
る
た
め
に
い
か
に
効
果
的
な
規

定
を
設
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
幅
広
い
検
討
を
さ
れ
、
理
想
的
な
案
を

提
案
す
べ
く
苦
心
し
て
お
ら
れ
た
。
こ
の
御
姿
を
み
て
、
先
生
の
態
度

決
定
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
水
俣
を
は
じ
め
と
す
る
公
害

の
被
害
者
の
悲
惨
な
姿
に
接
せ
ら
れ
、
重
金
属
や
化
学
物
質
に
よ
り
汚

染
さ
れ
た
河
川
、
海
の
現
状
を
視
察
さ
れ
、
深
く
心
に
期
す
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
若
い
頃
か
ら
、

川
釣
り
を
趣
味
と
さ
れ
、
清
流
に
糸
を
た
れ
て
岩
魚
や
は
や
と
知
恵
比

べ
を
楽
し
ま
れ
た
先
生
が
、
自
然
を
破
壊
す
る
工
業
化
の
心
な
い
仕
打

ち
に
、
心
を
痛
め
ら
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
宮
崎
先
生
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
の
法
律
学
科
の
卒
業
生
の
な
か
で
、

司
法
官
試
験
に
合
格
し
た
草
分
け
的
な
存
在
の
一
人
で
あ
る
．
政
治
学

科
を
卒
業
し
て
合
格
さ
れ
た
今
泉
孝
太
郎
先
生
、
法
律
学
科
の
同
窓
で

あ
ら
れ
た
津
田
利
治
先
生
、
そ
し
て
、
弁
護
士
の
渡
辺
八
左
衛
門
先
生
、

故
大
原
信
一
先
生
ら
と
と
も
に
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け

て
、
司
法
科
の
試
験
に
合
格
し
た
数
少
な
い
卒
業
生
の
一
人
で
あ
ら
れ

た
。
慶
慮
義
塾
、
殊
に
、
法
律
学
科
の
こ
と
を
思
う
こ
と
人
一
倍
強
か

っ
た
先
生
は
、
常
日
頃
、
慶
感
義
塾
の
卒
業
生
が
数
多
く
司
法
試
験
に

合
格
す
る
よ
う
希
望
さ
れ
、
機
会
あ
る
ご
と
に
そ
れ
を
す
す
め
ら
れ
、

事
実
、
特
別
な
指
導
を
心
が
け
ら
れ
た
。
先
生
の
御
苦
心
の
結
果
、
か

な
り
の
数
の
合
格
老
が
出
る
よ
う
に
な
り
、
慶
鷹
出
身
の
法
曹
会
関
係

者
で
「
三
田
法
曹
会
」
が
組
織
さ
れ
た
．
そ
し
て
、
宮
崎
先
生
の
積
年

の
夢
で
あ
っ
た
司
法
試
験
受
験
者
の
た
め
の
設
備
「
司
法
研
究
室
」
が
、

塾
当
局
の
御
英
断
と
三
田
法
曹
会
関
係
者
の
御
協
力
に
よ
り
、
一
九
六

六
年
四
月
に
発
足
を
し
た
。
そ
の
後
、
塾
出
身
の
司
法
試
験
合
格
者
は
、

コ
ン
ス
タ
ソ
ト
に
二
〇
人
台
と
な
り
、
昨
今
で
は
、
三
〇
人
台
、
そ
し

て
四
〇
人
に
な
る
年
も
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
宮
崎
先
生
御

自
身
が
、
一
九
七
〇
年
と
七
一
年
に
司
法
試
験
第
二
次
考
査
委
員
に
な

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
宮
崎
先
生
は
．
一
九
七
一
年
三
月
を
も
っ
て
慶
慮
義
塾
大
学
を
定
年

で
御
退
職
と
な
り
、
直
ち
に
、
創
価
大
学
法
学
部
教
授
に
迎
え
ら
れ
、

同
大
学
で
も
、
司
法
試
験
合
格
者
を
増
や
す
よ
う
御
尽
力
に
な
っ
た
。

ま
こ
と
に
、
教
育
者
の
御
手
本
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
と
申
し
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
研
究
者
と
し
て
は
、
数
多
く
の
御
著
書
が
あ
る
。
な
か
で
も
「
訴
訟

法
」
（
ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
社
、
一
九
四
一
年
）
、
「
調
停
法
の
理
論
と
実
際
」

（
東
洋
書
館
、
一
九
四
二
年
）
、
「
刑
法
総
論
」
（
東
洋
書
館
、
一
九
五
〇

年
）
．
「
刑
事
訴
訟
法
」
（
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
）
、
「
免
訴
の
裁
判
（
総

合
判
例
研
究
叢
書
）
」
（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
が
あ
り
、
論
文
は
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
程
の
多
数
に
の
ぽ
る
。

　
私
が
宮
崎
先
生
の
馨
咳
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
に
、

学
部
二
年
生
の
折
に
、
目
吉
の
授
業
科
目
で
あ
る
刑
法
総
論
を
聴
講
し

た
と
き
で
あ
る
．
古
典
派
の
刑
法
理
論
に
基
づ
く
、
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
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ッ
ク
ス
な
内
容
の
講
義
で
あ
っ
た
。
学
部
三
年
の
折
に
、
数
人
の
仲
間

と
刑
法
研
究
会
を
造
り
、
当
時
法
学
部
助
手
で
あ
ら
れ
た
中
谷
瑛
子
先

生
に
指
導
し
て
頂
き
、
時
と
し
て
、
宮
崎
先
生
に
御
話
を
う
か
が
っ
た

り
し
た
．
四
年
を
終
え
て
、
大
学
院
で
勉
強
を
続
け
よ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
当
時
は
、
民
事
法
学
専
攻
科
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
民
事
訴

訟
法
と
刑
事
訴
訟
法
と
の
双
方
に
ま
た
が
る
「
司
法
制
度
論
」
を
担
当

し
て
お
ら
れ
た
宮
崎
先
生
の
も
と
で
、
不
法
行
為
を
テ
ー
マ
に
し
た
論

文
の
準
備
を
し
、
「
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
性
の
理
論
」
と
い
う
テ

ー
マ
の
論
文
を
提
出
し
た
。
民
事
法
の
論
文
な
の
に
、
刑
事
法
の
材
料

ば
か
り
扱
う
と
い
う
極
め
て
変
則
的
で
、
今
か
ら
考
え
る
と
冷
汗
が
出
、

赤
面
す
る
態
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
論
文
審
査
の
場
で
、
大
い
に
援
護

を
し
て
下
さ
り
．
御
蔭
で
．
無
事
．
民
事
法
学
専
攻
科
を
終
え
．
さ
ら

に
法
学
部
助
手
に
採
用
さ
れ
た
が
、
も
と
よ
り
先
生
の
強
力
な
推
挙
が

な
け
れ
ば
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
今
日
で
も
感
謝
し
て
い
る
。

　
宮
崎
先
生
は
、
公
法
学
関
係
の
教
授
陣
の
な
か
で
、
国
際
法
の
前
原

光
雄
先
生
に
次
ぐ
年
長
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
憲
法
の
田
口
精
一

先
生
、
行
政
法
の
金
子
芳
雄
先
生
の
指
導
を
も
担
当
し
て
お
ら
れ
た
．

私
が
修
士
に
入
学
し
た
折
、
民
事
訴
訟
法
の
伊
東
乾
先
生
、
刑
法
の
中

谷
瑛
子
先
生
、
講
師
で
あ
ら
れ
た
青
柳
文
雄
先
生
も
時
折
り
加
わ
ら
れ

て
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ザ
ウ
ァ
ー
の
一
般
訴
訟
法
理
論
の
輪
読
会
が
宮

崎
先
生
を
中
心
と
し
て
一
週
に
一
回
、
一
堂
に
会
し
て
行
な
わ
れ
た
．

私
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
素
訳
を
中
心
に
し
て
、
一
語
一
語
、
正
確

に
理
解
す
る
よ
う
検
討
が
な
さ
れ
た
。
ザ
ウ
ァ
ー
の
理
論
を
肴
に
し
て
、

宮
崎
先
生
の
理
論
が
展
開
さ
れ
、
一
同
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
る
と
い
う

場
面
が
再
三
あ
っ
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
ひ
た
す
ら
学
問
に
没
頭
す

る
こ
と
の
許
さ
れ
た
、
余
裕
の
あ
る
研
究
者
の
団
簗
の
可
能
な
時
代
で

あ
っ
た
。
あ
の
折
に
、
き
び
し
く
仕
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
ど
れ
程
、
役

に
立
っ
た
か
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
助
手
と
な
っ
て
、
私
は
、
ド
イ
ッ
留
学
の
準
備
に
入
っ
た
。
大
学
四

年
生
の
と
き
、
一
、
二
年
生
の
折
に
ド
イ
ッ
語
の
指
導
を
受
け
た
故
田

中
次
郎
先
生
の
御
紹
介
で
、
故
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
夫
人
と
文
通
を
始
め
て

い
た
私
に
、
是
非
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
に
勉
強
に
来
な
さ
い
と
い
う
夫

人
か
ら
の
御
す
す
め
が
再
三
あ
っ
た
．
御
自
身
が
、
三
〇
歳
で
ド
イ
ツ

留
学
を
な
さ
っ
た
御
経
験
の
あ
る
宮
崎
先
生
は
，
助
手
に
な
る
と
同
時

に
、
留
学
生
試
験
を
受
け
る
こ
と
を
す
す
め
て
下
さ
り
、
一
九
五
六
年

に
一
度
目
補
欠
、
翌
年
二
度
目
で
合
格
し
た
と
き
、
わ
が
こ
と
の
よ
う

に
喜
ん
で
下
さ
っ
た
．
留
学
に
際
し
て
は
、
刑
法
理
論
も
よ
い
が
、
犯

罪
の
原
因
を
研
究
し
、
そ
の
対
策
を
考
え
る
刑
事
学
を
勉
強
し
て
き
な

さ
い
、
と
助
言
を
し
て
下
さ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
に
は
、
精
神
医

学
出
身
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ツ
私
講
師
が
就
任
し
て
三
年
目
で
あ
り
、
大
へ

ん
刺
激
的
で
意
欲
的
な
犯
罪
学
の
講
義
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ

の
影
響
を
大
い
に
受
け
た
．
そ
れ
か
ら
一
〇
年
も
た
た
な
い
一
九
六
五

年
に
、
「
対
案
教
授
」
が
新
し
い
刑
法
思
想
に
依
拠
し
て
「
刑
法
総
則

草
案
対
案
」
を
作
成
し
、
六
六
年
に
公
表
し
、
併
せ
て
、
刑
法
理
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
」
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刑
事
政
策
論
と
を
調
和
さ
せ
た
「
予
防
刑
法
」
の
発
想
を
展
開
す
る
よ

う
に
な
り
、
今
目
に
至
っ
て
い
る
．
こ
の
動
き
を
お
も
う
と
、
一
九
五

七
年
九
月
、
ド
イ
ッ
留
学
の
門
出
に
当
り
、
「
理
論
刑
法
学
に
沈
潜
し

す
ぎ
な
い
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
宮
崎
先
生
の
先
見
性
を
改
め
て
思
い

起
す
の
で
あ
る
．

　
「
対
案
グ
ル
ー
プ
」
と
の
親
交
が
深
ま
り
、
さ
ら
に
日
本
で
そ
の
動

き
に
対
応
す
る
状
況
が
進
む
に
つ
れ
て
、
西
ド
イ
ッ
を
中
心
と
し
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
出
か
け
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
。
教
授
に
な
っ
た
ば
か
り

の
若
造
が
、
何
回
と
な
く
外
国
に
出
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
目
障
り
な

こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
宮
崎
先
生
は
い
つ
も
か
ぽ
っ
て
下
さ
っ
た
と

あ
と
か
ら
聞
い
た
。

　
御
定
年
の
後
、
折
に
ふ
れ
て
先
生
を
お
訪
ね
し
た
。
そ
の
多
く
は
、

宮
崎
門
下
生
の
恒
例
の
会
合
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
折
に
は
、
法
律
学
科

の
在
り
方
、
殊
に
「
法
学
研
究
」
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
対
す
る
先
生

の
寸
評
を
う
か
が
い
、
そ
の
学
問
的
な
厳
し
さ
と
相
い
も
変
ら
ぬ
さ
え

た
頭
の
働
き
に
感
心
を
し
た
。

　
幸
に
し
て
．
私
自
身
、
身
に
つ
け
た
勉
強
の
仕
方
が
徹
底
的
、
根
源

的
に
対
象
を
追
い
求
め
る
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
西
ド
イ

ツ
で
は
そ
れ
な
り
の
評
価
を
受
け
、
一
九
七
〇
年
に
ド
イ
ッ
全
犯
罪
学

会
の
名
誉
会
員
へ
の
推
薦
、
一
九
七
七
年
に
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ソ
大
学
の

名
誉
学
位
授
与
と
い
っ
た
具
体
的
な
成
果
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
そ
の

都
度
、
先
生
は
、
証
書
に
目
を
通
さ
れ
、
「
な
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
表

現
を
す
る
の
だ
ね
」
と
か
「
ラ
テ
ソ
語
で
言
い
表
わ
す
の
か
」
な
ど
、

本
当
に
嬉
し
そ
う
な
御
顔
で
見
入
っ
て
居
ら
れ
た
．
一
九
八
八
年
一
一

月
に
は
、
ザ
ー
ル
大
学
の
名
誉
学
位
、
一
九
八
九
年
一
月
に
は
、
思
っ

て
も
み
な
か
っ
た
ド
イ
ッ
政
府
か
ら
連
邦
功
労
十
字
章
第
一
級
の
授
与

と
、
先
生
に
喜
ん
で
頂
け
る
出
来
事
が
重
な
っ
た
。
八
八
年
四
月
に
父

を
失
っ
て
い
た
私
は
、
先
生
の
嬉
し
そ
う
な
御
顔
と
父
の
笑
顔
と
を
重

ね
合
わ
せ
て
、
二
つ
の
親
孝
行
を
は
た
し
た
と
い
う
思
い
を
か
み
し
め

た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
先
生
は
病
の
床
に
つ
か
れ
、
慶
慮
義
塾
大
学
病
院
に
御
見

舞
い
に
行
っ
て
も
静
か
に
眠
っ
て
居
ら
れ
る
御
様
子
を
見
て
戻
る
と
い

う
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
三
月
末
か
ら
四
月
初
旬
に
か
け
て
、
韓
国
で

の
講
演
旅
行
に
出
か
け
る
出
発
の
朝
、
こ
れ
か
ら
飛
行
機
に
乗
る
と
い

う
時
、
何
か
虫
の
知
ら
せ
で
家
に
電
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
早
朝
、
先
生

が
御
逝
去
に
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
た
。
ソ
ウ
ル
に
つ
い
て
か

ら
、
平
良
木
登
規
男
君
に
連
絡
を
と
り
、
御
通
夜
、
御
葬
儀
の
日
取
り

を
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
、
韓
国
で
の
公
式
行
事
の

あ
る
日
と
重
な
り
、
結
局
、
そ
の
い
ず
れ
も
欠
礼
を
し
て
し
ま
っ
た
．

伊
東
先
生
、
中
谷
先
生
、
石
川
明
君
な
ど
宮
崎
門
下
の
方
々
の
御
尽
力

に
す
べ
て
頼
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
宮
崎
先
生
の
思
い
出
を
綴
る
と
な
る
と
、
あ
ま
り
に
も
多
い
出
来
事

に
驚
く
．
そ
れ
だ
け
、
有
形
無
形
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
、
今
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さ
ら
の
よ
う
に
感
謝
の
念
を
深
め
て
い
る
．
此
の
上
は
、
先
生
が
こ
よ

な
く
愛
し
て
居
ら
れ
た
慶
鷹
義
塾
、
殊
に
、
法
律
学
科
の
た
め
に
、
最

後
の
力
を
振
り
し
ぽ
っ
て
、
残
る
五
年
間
、
ひ
た
す
ら
に
精
進
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
そ
の
御
学
恩
、
個
人
的
な
御
恩
に
応
え
よ
う
と
思
っ
て

い
る
。

　
　
一
九
九
一
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
部
教
授
　
　
宮
澤
浩
一
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